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重要無形文化財

重要無形民俗文化財

重要有形民俗文化財

登録有形民俗文化財

史跡

名勝

天然記念物

登録記念物

伝統的建造物群
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国宝

特別史跡

特別名勝

特別天然記念物

重要伝統的建造物
群保存地区

指定 指定

【建造物】
【美術工芸品】絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、

古文書、考古資料、歴史資料
登
録

【演劇、音楽、工芸技術等】

指定

【風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等】

指定

登
録

【遺跡】
【名勝地】
【動物、植物、地質鉱物】

【地域における人々の生活又は生業及び地域の風とにより形成された景観地】

【周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群】

指定

登
録

重要文化的景観選定

市町村が決定 選定

指定

指定

指定

無形文化財

民俗文化財

記念物

文化的景観
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○文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）（抄）

（この法律の目的）
第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、

もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進
歩に貢献することを目的とする。

文化財保護保
存

活
用

文化財の保存と活用について

指定（第27条）・登録（第57条）
○管理、修理、売買、輸出等への規制

（第31～34条、第43条の２、第44条、第65条等）
○修理等への補助、買上げ等の支援

（第35条、第46条、第46条の２）

○
文
化
力
の
向
上

○
我
が
国
、
地
域
、

文
化
財
へ
の
愛
着

○
地
域
振
興

○勧告・承認出品(第48条等)
○公開承認施設(第53条) 
〇 重要文化財等公開促進事業
〇 「新たな国民のたから」展
〇 日本古美術海外展
○ 文化財を活用した地域活性化・観光振興

効果的な保存を担保

文化財の活用

両立
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【特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設（相続税）】

【概要】
個人が、美術館（※１）と特定美術品（※２）の長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規

定する保存活用計画（※３）の文化庁長官の認定を受け、その美術館（以下「寄託先美術館」
という。）にその特定美術品を寄託した場合において、その者が死亡し、その特定美術品を相
続又は遺贈により取得した者（以下「寄託相続人」という。）がその長期寄託契約及び保存活
用計画に基づき寄託を継続したときは、担保の提供を条件に、その寄託相続人が納付すべき相
続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予する。
※１ 博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設のうち、美術品の公開及び保管を行うもの
※２ 国宝・重要文化財、登録有形文化財の美術工芸品
※３ 文化財保護法の改正により保存活用計画の仕組みの構築を検討中
（平成30年通常国会に提出予定）

【猶予税額の免除】
・寄託相続人が死亡した場合 ・寄託先美術館に対するその特定美術品の寄贈した場合
・自然災害によるその特定美術品の滅失があった場合

【猶予税額の納付】
以下の場合には、猶予税額及び法定申告期限からの期間に係る利子税を納付する。
・特定美術品の譲渡等をした場合 ・特定美術品が滅失、紛失等をした場合
・長期寄託契約の終了、保存活用計画の期間満了後、新たに認定を受けなかった場合
・重要文化財の指定解除、登録有形文化財の登録抹消、保存活用計画の認定取消しの場合
・寄託先美術館が廃止された場合（新たな寄託先美術館に寄託した場合を除く。）

【その他】
寄託相続人は、３年毎に、継続届出書に寄託先美術館の発行する証明書を添付して、寄託

相続人の納税地の所轄税務署長に提出する。 等
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・国宝・重要文化財 （美術工芸品）
・登録有形文化財 （美術工芸品）

文
化
庁
長
官
が
認
定

【スキーム図（イメージ）】

更
新

新所有者
（相続人）

【記載事項例】
・文化財の基本情報
・保存管理(管理・修理計画等)
・環境保全、防災
・活用(公開活用の基本方針・計画等)
・文化財保護に係る諸手続き

【活用の記載例】
・所在地での公開計画
・博物館等と連携計画
（長期寄託契約を締結）
・WEB上での公開について

※5年以上の契約、契約中に解約を申し入れ
ができない等契約に一定の要件を設ける。

美術館・博物館

（博物館法に基づく登
録博物館及び博物館
相当施設）

所有者
（被相続人）

文化財保護法の改正により新たに保存活用計画の仕組みを構築することを検
討中（平成30年度通常国会に提出予定）

所有者の
死亡

長期寄託契約

更
新

更
新

更
新

計
画
及
び
寄
託
契
約
の
相
続

新所有者の
死亡

猶予税額
の免除

更
新

更
新

更
新

更
新

継続手続書等の提出

納税猶予

更
新

更
新

「保存活用計画」策定

申
告
手
続
等

※計画期間は5年程度を想定
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国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項の改訂等について
これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関するワーキンググループ

（１）国宝・重要文化財（美術工芸品）等の公開の在り方等につ
いて

（２）専門的人材等の育成・確保の在り方について
（３）文化財の持つ潜在力を一層引き出すための美術館・博物館

等の機能強化と基盤整備について
（４）その他、これからの文化財の保存と活用の多様な方策などにつ

いて

※敬称略・五十音順

浅見龍介 東京国立博物館学芸企画部企画課長
○太下義之 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

芸術・文化政策センター主席研究員／センター長
岡部幹彦 江川文庫理事
神居文彰 平等院住職
佐々木秀彦 東京都歴史文化財団事務局企画担当課長
佐野千絵 東京文化財研究所保存科学研究センター長
田辺昌子 千葉市美術館副館長兼学芸課長
野口 剛 根津美術館学芸課長

◎半田昌之 日本博物館協会専務理事
安村敏信 板橋区立美術館元館長

◎：座長、○：副座長

国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方に等に関し、専門的な観点から十分な審議を行うため、文化審議会文化財分科会
企画調査会（以下「企画調査会」という。）の下に、これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関するワーキンググ
ループ（以下「ワーキンググループ」という。）を設置する。

設置

検討事項

ＷＧ委員

第１回（平成29年６月22日）
・座長の選任等

・これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の
在り方等について

第２回（平成29年７月13日）
・有識者ヒアリング

山本 記子 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 専務理事
隂山 修 公益財団法人美術院国宝修理所 所長
原田真由美 読売新聞東京本社 事業局次長兼文化事業部長

第３回（平成29年７月19日）
・有識者ヒアリング

冷泉 為人 公益財団冷泉家時雨亭文庫 理事長
・論点整理骨子（案）について

第４回（平成29年８月９日）
・論点整理（案）について

第５回（平成29年11月７日）
・個別の保存活用計画について
・国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項について

第６回（平成29年11月22日）
・とりまとめ（案）について

開催実績



国宝・重要文化財の公開の際の取り扱いについて(改訂通知は別途配布)

国宝・重要文化財の公開は、国民が文化財に親しむ機会を確保する観点から積極的に推進する必要。し
かし、我が国の文化財は材質がぜい弱なものが多いため、公開によって貴重な文化遺産が損なわれることがな
いよう細心の注意が必要。

《国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項（平成８年７月１２日文化庁長官裁定）の概要》
○公開の回数及び期間

原則、公開回数は年間２回以内、
公開日数は延べ６０日以内（たい色や劣化の危険性が高いものは３０日以内）

○公開のための移動
原則、年間２回以内。き損等の危険性が極めて高いものは、移動を伴う公開を行わない。

○十分な知識と経験を有する学芸員による取扱い（陳列、撮影、点検、梱包、撤収等）

○安全性、機能性、耐震性を考慮した展示ケース内での展示

○適切な環境の下での公開
・温湿度： 温度は摂氏２２度

相対湿度は６０％±５％（年間を通じて一定に維持）
（ただし、金工品の相対湿度は、５５％以下を目安）

・照度： 原則、照度は１５０ルクス以下。 紫外線防止蛍光灯の使用等 7

保存修理抜本強化 830,120千円（180,884千円）

美装化 80,000千円 (新規)

史料調査 15,000千円（▲3,000千円）

→ 地域活性化のための特色ある文化財調査・活用事業

防災施設 150,000千円（▲67,800千円）

重要文化財保存活用整備事業 137,000千円（前年同）

補
助
事
業

国有品の保存修理 68,408千円（▲3、334千円）

国宝重要文化財等買上げ 930,000千円（▲400千円）

模写・模造 25,092千円（前年同）

講習会等 19,821千円（10,213千円）

直
接
事
業

企画・展示セミナー、美術刀剣刀匠技術保存研修会 等

国宝・重要文化財(美術工芸品)の保存・活用に関する主な事業
（平成30年度予算額（案））
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国宝・重要文化財美術工芸品保存修理抜本強化事業 （29年度予算額 649百万円）
30年度予算額(案) 830百万円

国宝 「阿修羅展」
入館者数のべ165万人

国宝 「鳥獣戯画展」
入館者数のべ60万人

修理事業の抜本的強化 〈新たに適切な修理周期を導入〉
●本格修理（解体修理）

：平均50年周期
●応急修理
（剥落止め・表具替え）

：平均10年周期

適切な周期での保存修理
により、文化資産価値の
回復と観光客誘致の両立
が可能となる。

美術工芸品は観光客誘致の起爆剤

著名な国宝・重要文化財（美術工芸品）は、1
点展覧会に出品されるだけで、多くの入館者を呼
び込むこと可能

【展覧会例】

公開活用に修理は不可欠

しかし、適切な時期に修理が施されないた
めに、公開が不可能な美術工芸品が多数存在
する。

↓
貴重な潜在的文化資源の放置

さらに、修理を施さなかったために、文化
財の価値そのものが低下している事例も多い。

↓
文化資本の価値の低減＝国民の財産の喪失

修理で可能となる活用・情報発信(例)

・文化財美術工芸品の適切な周期での保存修理を行うことで、文化財の価値を回復させ、公開活用を進めて、観光振興につなげる
・事業は次の3つの柱の下で行われる。
①保存修理（㋐一般・㋑特殊） ②保存修理（近代） ③情報発信
※ ㋐一般 比較的小規模かつ短期間で実施するもの（平均して２、３年程度）
㋑特殊 大規模かつ長期にわたる修理で、同質の資材を長期間安定的に確保する必要がある事業（概ね５年以上）

文化財美術工芸品の適切な周期での保存修理の実施

文化財の価値の向上（国民の文化資本の価値向上）
修理後の美術工芸品の公開活用が可能
文化財の価値の向上（国民の文化資本の価値向上）
修理後の美術工芸品の公開活用が可能

観
光
振
興

観
光
振
興

◎修理状況等のWEB公開

【参考】国宝・源氏物語絵巻
修理記念展覧会 徳川美術館
会期：平成27年11月14日～12月6日
期間入館者数：51、146人

◎修理後の美術館・博物館
とのタイアップ展

◎観光客向けガイドツアー（外国人も対
象）、文化財解説プログラムの作成（多
言語音声ガイドなど）

※美装化（カビ・埃等除去など）も導入

計画的な文化財の保存活用へ計画的な文化財の保存活用へ
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日本の美再発見！文化財美術工芸品魅力開花推進事業
（新 規)

30年度予算額(案) 80百万円

取組事例事業の概要

＜例＞カビや長年の埃のたまった仏像の汚れ除去や、傾いた台座の建て直し
＜事業目的＞

『観光立国推進基本計画』（平成29年3
月閣議決定）に基づく「観光ビジョン」に掲
げられた「文化財の観光資源としての開花」
を実現するため、文化財美術工芸品の美しさ
を取り戻し、観光資源としての価値を再発見
させる取り組みを支援する。美観の回復によ
り、観光客の満足度（※）の向上を目指し、
持続的な観光需要獲得のためのリピーター増
加を図る。
（※）「汚さ・ボロさ」は観光客の不満足理由の上位に挙が
る（奈良県観光局）

＜事業内容＞
カビ・サビ・埃等の除去、表具・縁の打ち

直し、展示収納具の作成等
＜事業のメリット＞

・展示活用を容易にする。
・美装化によって本格修理の周期ものび、
長期的には修理費用の軽減につながる。

修理周期：50年から70～80年に
修理費用：年間１８％の削減に

＜例＞破損した障壁画の表面の繕いや縁の打直し・裏貼りの新調

本格的な保存修理だけでなく、文化財の美しさを取り戻す「若返り」の取組を推進することで、
より多くの文化財美術工芸品を観光資源として活用することが可能に！

文化財美術工芸品を活用した観光振興・地域経済活性化の推進に！

活用方法
修理状況等をWEB公開し、
誰もが活用

地方公共団体にある美術館・
博物館とタイアップ展を開催

外国人を含む観光客を対象にガイ
ドツアーや音声ガイドなどの解説
プログラムを作成

木造千手観音立像(妙法院所蔵(京都))の埃払い

板絵著色朝比奈草摺曳図（清水寺（京都）の縁の打ち替え）

除去前 除去後汚損除去中
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地域活性化のための特色ある文化財調査・活用事業
( 新 規 ) 

30年度予算額（案） １５百万円

文化財調査が実施されないために
活用されない文化財

品川台場築造、韮山反射炉建設などで有名な
江川英龍を輩出した江川家に伝来。古文書・典
籍類のみならず、絵画、大砲の模型など、多様
な文化財が存在するが、調査を行わないと散逸
等の危険性が高まる。
【韮山代官江川家関係資料】
(静岡県伊豆の国市）

未調査の資料が収蔵庫の棚に資料本体を露出
して棚に縦置きされ、鼠害の危機にさらされて
いる。
【高良大社所蔵歴史資料】
（福岡県久留米市）

調査目録の公開
(印刷、WEB)

長圓寺文化財目録

（愛知県西尾市）

調査による新知見を動画で公開

亀山市関宿田中家資料（三重県)

資料の保存環境の改善

奥家関係資料
(大阪府泉佐野市)

・資料の散失防止
・学術研究・地域学習に貢献。

・展示などを通じて観光、地
域の文化発信に寄与。

文化財（絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、及び学術上の価値の高い歴史資料）について、まとまって一箇所に伝存するものを
対象に、１点ずつ法量・品質形状・内容を調査・記録して文化財管理台帳を作成し、全体として歴史的価値づけを行うことを通じて貴重な
歴史資料群としての文化財の散失を防ぐとともに、保存・活用に供する。活用の在り方については、①地元の歴史博物館での展示②WEB
上での公開などを想定している。

文化財調査
（次項参照）・

整理作業

文化財指定、展示

・調査の結果により市町村・
都道府県、国が文化財に指定、
保護・活用の体制を整備

例：特別展「国宝金沢文庫展」
(金沢県立金沢文庫)

← 補助対象事業 →

結果
として

11
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防火・防犯設備の新設及び老朽化した設備の改修に対し補助を行う。

防犯設備設置

防犯カメラ、

人感センサーの設置等

《例》

■防災施設 平成３０年度予算額（案） ： １５０百万円 （平成２９年度予算額 ： ２１８百万円）

消火設備（放水銃）

防犯カメラ（左）と人感センサー（右） 赤外線センサー

（補助率）

・原則５０％

・補助事業者の財政状況等に
よって８５％まで加算あり

・少額補助（補助金額１００万円
以下）も可能

（実施）

・平成２９年度 １６件

防火設備設置

本堂の消火設備（放水銃）

の設置等
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文化財の保存及び積極的な活用を図るため、重要文化財等の保存施設又は保存活
用施設、展示設備等の整備を行う。

青森県 櫛引八幡宮宝物館外観

国宝2件重文3件ほか所有に
つき、保存活用型施設を設置

耐火性建造物で空調機能を
設置し、館内展示室には壁付
ならびに独立ケースを配置し、
それぞれに文化財を収納する

《設置例：櫛引八幡宮宝物館》

（平成１５・１６年度）

宝物館 展示収納設備（内部）

室内にて文化財を収蔵展示
している様子

耐火性建造物を新築。空調
管理を実施し、保存管理・展

示・収蔵を同時に行う。

■重要文化財等保存活用整備事業

平成３０年度予算額（案） ： １３７百万円 （平成２９年度予算額 ： １３７百万円）

（補助率）

・原則５０％

・補助事業者の財政状況等に
よって８５％まで加算あり

（実施）

・平成２９年度 ９件

文化財の海外交流の推進～日本古美術海外展～

■ 目的・要旨
昭和２６年から開始。文化庁と、国内の複数の

美術館・博物館との連携の下、国宝・重要文化財
をはじめとする我が国の質の高い文化財を海外で
企画・展示し、歴史的・学術的な魅力も含め紹介す
ることを目的とする。

また、展覧会を通じて、我が国の学芸員の国際
発進力の向上と共に、昨今減少傾向にある諸外
国の日本美術研究者との研究成果発表の機会と
して資するようなものを対象とする。

■ 経済財政運営と改革の基本方針２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）
・「文化プログラムやジャポニスム２０１８等の機会を捉えた魅力ある日本文化の

発信を進める」

（平成２９年度予算額 ５５,５１３千円）

■ 事業内容・計画

◆ 文化財の海外交流の推進（３１年度以降の対応）

平成３１年度以降に開催予定の展覧会（米
国・サンフランシスコ・アジア美術館「人間国
宝展」）に係る在外関係機関との調整等を行
う。

我が国の優れた文化財を諸外国に紹介する
ことにより、我が国の歴史 と文化に対する理
解の増進に寄与し、海外における日本美術研
究を推進すること等を目的として、日本古美
術海外展を開催する。

◆ 日本古美術海外展（３０年度対応）

①ウェールズ・カーディフ「今・昔 日本のアート＆デザイン展」
会期：６月～９月 会場：ウェールズ国立博物館
作品：江戸図屏風、重文「色絵若松図茶壺」など約１００点

備考：明治１５０年記念、ウェールズ国内で初の文化庁海外展

②スイス・チューリッヒ「長澤蘆(ろ)雪(せつ)―１８世紀日本の
アヴァンギャルド展（仮称）」
会期：９月～１１月 会場：リートベルク美術館
作品：重文・紙本墨画「虎図」など約１００点
備考：海外で長澤蘆雪が大々的に紹介される初めての展覧会

③ロシア・モスクワ「江戸絵画展（仮称）」
会期：９月～１１月 会場：プーシキン美術館
作品：重文「風神雷神図屏風」、国宝「納涼図屏風」など約１００点
備考：ロシアにおける日本年事業

ロシア国内で初の文化庁海外展

④フランス・パリ「縄文展（仮称）」
会期：１０月～１２月 会場：日本文化会館
作品：国宝「土偶」、国宝「深鉢形土器」など約５０点
備考：ジャポニスム２０１８事業（国際交流基金との連携）

事業概要

■ 平成３０年度に開催予定の日本古美術海外展概要

平成３０年度予算額 １００，０００千円

重文 色絵若松津茶壺

重文 風神雷神図屏風

「日本仏像展」（平成28年度）
イタリア外務大臣の視察

「日本仏像展」（平成28年度）
イタリア大統領の視察

■ 平成２９年度に開催の日本古美術海外展概要

①イタリア・フィレンツェ「花鳥風月 －屏風・襖にみる日本の自然－」
会期：１０月～２０１８年１月 会場：ウフィッツィ美術館

②タイ・バンコク「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」

会期：１２月～２０１８年２月 会場：バンコク国立博物館
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①ウェールズ「今・昔 日本のアート＆デザイン展」

イギリス国内ではロンドン以外で日本文化が本格的に紹介される
初めての機会。明治維新１５０周年記念事業として申請予定。

共催する国立歴史民俗博物館の長年に渡るウェールズ国立博物
館との共同研究の成果発表のひとつとしても重要。日本からもたら
された茶道具の展示や、ゴッホの名作と浮世絵の比較展示、日本
のプロダクトデザインのルーツである工芸品との比較展示などによ
り、日本とウェールズの歴史的なつながりと現代日本と近世日本の
流れなどを体系的に示す重要な展覧会として開催予定。

②スイス「長澤蘆雪(ろせつ)―１８世紀日本のアヴァンギャルド」

海外で長澤蘆雪が単独で大々的に紹介される初めての展覧会。
伊藤若冲などと並び、日本美術の中で昨今急激に評価が高まっ
ている「奇想の系譜」の代表的な作家である長澤蘆雪は、近世絵
画の中で、狩野派などの系統とは異なる独自の表現を用いた画
家である。

これまでの典型的な日本美術のイメージにとどまらない多様な
表現があることを示すものであり、リートベルク美術館日本美術
キュレーター等の研究の集大成を海外で発信する予定。

③ロシア「江戸絵画展（仮称）」

平成２８年１２月の日露首脳会議政府間覚書「ロシアにおける日
本年」に掲げられた取組の一つ。

この展覧会は、文化庁補助事業「北米・欧米ミュージアム日本専
門家連携・交流事業」により、東京国立博物館の研究員がプーシキ
ン美術館に日本コレクションの調査をしたことが企画の根幹。日本
から国宝・重文を含む江戸絵画の名品を出品するほか、プーシキン
美術館の日本美術コレクションからも出品をする予定である。

④フランス「縄文展（仮称）」

ジャポニスム２０１８のスキームにより開催される展覧会である。
地方自治体が主たる作品貸与者になることから、国際交流基金及
び東京国立博物館より協力依頼があり、文化庁が共催することと
なった。

２０１８年に東京国立博物館で開催される「縄文展」から、フランス
において、土偶や土器、考古遺物など、縄文時代を代表する造形
を選りすぐり展示する予定。

国宝 火焔型土器ハート型土偶重文 合掌土偶
国宝 納涼図屏風重文 群仙図屏風国宝 鷹見泉石図

交趾写荒磯文水指 大はしあたけの夕立 公家小袖（ウェールズ） 重文 虎図襖
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特殊（特に国外流出・散逸の危険性が高い文化財）

歴史上、芸術上または学術上価値が高い国宝、重要文化財及びこれらに準ずる文化財を国が買上げ、国民共通の財産として国
が計画的に購入、保存し、公開活用を図る。特に、管理が適切ではないもの又は国外流出・散逸等の恐れがあり、国において緊
急に保存を図る必要がある文化財について購入し、国民共通の財産として公開活用に資すると共に、後世に継承する。

医学書（崇蘭館本）は無指定の
文化財ではあるが、３３０冊から
なる医学書のまとまりであり、指
定文化財に準じるものとして、買
上げを実施。評価額が金額が高
額（9億5千万円）であるため、４
年計画で買上げを実施している。

国宝・重要文化財等の買上げ

【課 題】
１．美術工芸品は動産であるため、所有者の経済的理由・相続等により、所在が不安定になりやす

い。
２．地域の美術館・博物館の文化財購入予算が削減されることで、地元伝来の文化財の所在が流動

化。
３．文化財の所在が不安定化することで、文化財の適切な管理が適切に行われず、文化財の価値

が損なわれる危険性が高まる。
４．国外流出等、適切なタイミングで文化財を行わない場合、永久的に国民の財産として公開活用の

機会が失われる危険性が高まる。

2008年、運慶作の大日如来坐像（当

時未指定）が、アメリカでオークション
にかけられた。文化庁は所有者から
の先買の申し出がある一方、予算の
都合上購入を断念した。
競売の結果、１２億５千万円で日本の宗教法

人が落札し、辛うじて国外流出が免れた。

国外流失の危険性

（29年度予算額 930百万円）
30年度予算額(案) 931百万円

本絵巻はこの三十六歌仙の肖像画に
その代表歌と略歴を添え、巻物形式
として、佐竹家に伝来していた。大正
時代、当時の所有者が経済的理由に
より、売却しようとしたが、高価な絵巻
を1人で買い取ることはできず、結果、

絵巻は歌仙一人ごとに分断して売却
されることとなった。３６点のうち、３点
が所在不明。

散逸・所在の不安定化の危険性

文化財を国が買上げ（外部有識者からなる買取協議会議・買取評価会議を実施後買上げ）
修
理

公開・活用の拡大
後世へ確実な継承

一般 公開・活用公開・活用

○文化庁主催「新たな国民のたから展」とし
て毎年展覧会を実施。
○国有文化財を国立博物館・地方館に無償
貸与し、広く国民の観覧の機会を提供する。

文化財の保存・活用・継承を
行うことで、「文化芸術立国」と
して新たな有望成長市場を創
出・拡大する。

国民の鑑賞の機会の拡大

計画的な買上げ計画
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( 新 規 ) 
30年度予算額(案) 800百万円文化財活用のためのセンター機能の整備

● 指定されている国宝・重文のうち展覧会等で公開されるのは約1.5％にすぎない。
（H27：154件）

● 地方や海外からの展示協力依頼や文化財の貸与などの依頼や活用にあたっての相談に
応えきれていない。

国立博物館の地方への貸与件数 H28：1、561件（H27：1、530件）
国立博物館の地方からの相談件数 H28：381件（H27：329件)

現状
● 地方や海外の新しいニーズに対して迅速・適切な対応が十分でないため、地方や
海外の企画・展示ができていない。

● 民間企業等との共同が組織的に対応できていない。

⇒ 地方や海外、民間企業等からのニーズに機動的に対応することが必要

〇 文化財活用のためのセンター機能を強化し、国内外の人々が文化財に触れる機会
を拡大

・ 地方・海外への多様なニーズに対応するため企画・マネジメント機能を強化(貸与・
企画ノウハウ提供から地方・海外との展示の協同実施までワンストップ対応)

・ 国宝・重要文化財などの収蔵品のデジタルアーカイブ化を促進
(現在、国立博物館のデータベース：約１３万点、うち２万点が英語)

・ 先端技術を活用した国宝・重要文化財の高精細レプリカやＶＲ(バーチャル・リア
リティ) 「産学官連携による寄付型プロジェクト」として、作成・公開実施

・ キラーコンテンツとなる文化財の保存修復の促進

・ 文化財の保存科学や防災対策などに係る展示環境に関する蓄積データを活用し
た発信・助言

・ 上記を対応する外部人材活用も含めた「専門職チーム」設置による機動的対応
を実施

※キュレーター(企画)、ファンドレイザー(財務)、レジストラー(作品履歴管理)、
コンサベーター(修復)、広報等

文化財活用促進に向けた新たな取組

・ 地方や海外の要望に応えた国宝・重要文化財を活用した展覧会を全国
で展開

・ 高精細レプリカやＶＲを全国で公開・活用
※高精細レプリカ：重要文化財「風神雷神図屏風」、「遮光器土偶」、クローン文化財など
※ＶＲ：「江戸城の天守」、「キトラ古墳」、「阿修羅像」、「東大寺 大仏の世界）」など

・ 今後は、企業の技術革新への寄与とともに、駅や空港などの施設や地方
博物館などへ販売・貸与し、ビジネスモデルを確立

今後目指す姿

課題

← 群鶴図屏風（尾形光琳筆、アメリカ・フリーア美術館蔵）
（平成29年７月～９月）

東京国立博物館とキャノンとの共同作成による高精細レプリカ
◎半円形の大型スクリーン映像と風や匂いを体験

第２章 成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題 ２．成長戦略の加速等 （５）新たな有望成長市場の創出 拡大 ① 文化芸術立国
「文化経済戦略（仮称）」を策定し稼ぐ文化への展開を推進するとともに、政策の総合的推進など新たな政策ニーズ対応のための文化庁の機能強化等を図る。2020年までを文化政策推進重点

期間として位置付け、文化による国家ブランド戦略の構築と文化産業の経済規模（文化ＧＤＰ）の拡大に向け取組を推進する。文化芸術活動に対する効果的な支援や子供の体験 学習機会の
確保、人材の育成、障害者の文化芸術活動の推進、文化プログラムやジャポニスム2018 等の機会を捉えた魅力ある日本文化の発信を進めるとともに、国立文化施設の機能強化、文化財公開 活
用に係るセンター機能の整備等による文化財の保存 活用 継承、デジタルアーカイブの構築を図る。

経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～（抄） 平成29年６月９日閣議決定
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重要文化財の公開に相応しい博物館等の施設を
文化庁長官が文化財保護法に基づき
「公開承認施設」として承認。

＜利点＞
○ 企画展における重要文化財の公開手続が簡素化

（許可→事後届出）。
○ 重要文化財等公開促進事業（公開に伴う作品の応急修理費、

梱包・輸送費、出品者への謝金を文化庁が負担）の対象。
○ 所有者は、大切な所有品を信頼できる施設、専門家にゆだねて、

安全な環境下で公開が可能。

１１１施設
が承認

（平成２９年３月現在）

文化財保護法第５３条に基づく「公開承認施設」について
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⑥出品謝金を支給文化庁

重要文化財等公開促進事業

文化庁
長官

重要文化財・
登録有形文化財

の所有者

公開承認施設 独自主催の
企画展

①
事
業
計
画
の
提
出

②出品の依頼

③
重
文
等
を
出
品

⑦
事
後
届
出

④
応
急
修
理
費
支
給

⑤
荷
造
運
送
費
支
給

（平成２９年度予算額 ８、６３０千円）
平成３０年度予算額 ８、６３０千円
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文化財の所在確認調査
○経 緯

平成25年10月31日、マスコミ報道による所在不明の国指定文化財（美術工芸品）76件に関する報道
を契機として、76件に関する緊急所在調査を実施し、平成25年11月15日に結果を公表。その後、改めて
全ての国指定文化財の所在調査を実施し、平成26年７月４日に第１次取りまとめ、平成27年１月21日
に第２次取りまとめを公表。その後の確認等を踏まえ、平成29年５月17日に平成28年度末の確認状況を
公表。
○国指定文化財（美術工芸品）の所在確認の現況（平成29年3月31日現在）
１．所在が確認できた文化財：10、304件（97.9％）
２．現時点で所在不明となっている文化財：164件（1.6％）（※）

・164件のうち国宝は2件（いずれも刀剣）
・このうち、盗難による所在不明は30件（国宝０件）

３．追加で確認が必要な文化財：56件（0.6％）
調査を継続しており、追加で確認を要するもの

○再発防止に向けた取組
（１）行政による国指定文化財の所在情報把握等の強化
①所有者への直接の連絡による所在情報把握・注意喚起
②都道府県教育委員会を通じた、定期的な所在調査の実施
国指定文化財について、都道府県教育委員会を通じた定期的（例：４年に１回）な所在調査について、効率的
な方法を検討し、実施する。

③情報の共有及び把握の充実
④インターネットなどを通じた売買などの状況の把握
（２）防犯・防火設備の設置の促進等

■文化財補助金（防災施設）による防犯設備(防犯センター、防犯カメラ、自動火災警報装置等)設置等への補助
■文化庁が主催する、防災・防犯研修会による啓発
■『文化財防犯の手引き』等のパンフレットによる啓発 など



優れた美術品をより多くの国民が鑑賞できるよう、展示美術品の損害を政府が補償することにより、質の高い展覧会が広く全国で開催
されるよう国が支援する。

○ 美術品の損害につき、政府が補償契約を締結できることを定める。
○ 対象となる展覧会は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものであること

とする。
○ 対象となる展覧会の主催者は、当該展覧会を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であることとする。
○ 損害総額の一定部分は主催者が負担、それを超える部分を国が補償する（ただし、補償上限額を定める）。
○ 毎年度の補償契約の締結の限度額を予算で定める。
○ 文化審議会の意見を聴いて、対象となる展覧会を決定する。

１ プラド美術館蔵 ゴヤ 光と影（国立西洋美術館） ２ 生誕100年 ジャクソン・ポロック展（愛知県美術館、東京国立近代美術館） ３ 特別
展 「北京故宮博物院２００選」（東京国立博物館） ４ カミーユ・ピサロと印象派 永遠の近代（宇都宮美術館、兵庫県立美術館） ５ セザンヌ
パリとプロヴァンス（国立新美術館） ６ 国立トレチャコフ美術館所蔵レーピン展（Bunkamura ザ・ミュージアム、浜松市美術館、姫路市立美術館、神
奈川県立近代美術館 葉山） ７ リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝（国立新美術館、高知県立美術館、京都市美術館） ８ 特別展「中国
王朝の至宝」（東京国立博物館、神戸市立博物館、名古屋市博物館、九州国立博物館） ９ ラファエロ（国立西洋美術館） 10 フランシス・ベーコ
ン展（東京国立近代美術館、豊田市美術館） 11 印象派を超えて-点描の画家たち～ゴッホ、スーラからモンドリアンまで（国立新美術館、広島県 立
美術館、愛知県美術館） 12 特別展「上海博物館 中国絵画の至宝」（東京国立博物館） 13 オルセー美術館展 印象派の誕生 －描くことの自
由－（国立新美術館） 14 特別展「台北 國立故宮博物院 ー神品至宝ー 」 （東京国立博物館、九州国立博物館） 15 現代美術のハードコア
はじつは世界の宝である展（東京国立近代美術館、名古屋市美術館、広島市現代美術館、京都国立近代美術館） 16 ホイッスラー展（京都国立近
代美術館、横浜美術館） 17 ルーヴル美術館展（国立新美術館、京都市美術館） 18 マグリット展（国立新美術館、京都市美術館） 1９ マル
モッタン・モネ美術館所蔵 モネ展－「印象、日の出」から「睡蓮」まで－（東京都美術館、福岡市美術館、京都市美術館、新潟県立近代美術館） ２０
プラド美術館展－スペイン宮廷 美への情熱（三菱一号館美術館） ２１ 大阪市立美術館開館80周年記念日本書芸院創立70周年記念特別展
「王羲之から空海へ－日中名筆 漢字とかなの競演」（大阪市立美術館） ２２ 特別展「黄金のアフガニスタン」－守りぬかれたシルクロードの秘宝－（東
京国立博物館、九州国立博物館） ２３ オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵「ルノワール展」（国立新美術館） ２４ マルモッタン・モネ美術館
所蔵「ルノワール展」（東京都美術館、福岡市美術館、京都市美術館、新潟県立近代美術館） ２５ ゴッホとゴーギャン展（東京都美術館、愛知県美
術館） ２６ オルセーのナビ派展：美の預言者たち（三菱一号館美術館） ２７ ジャコメッティ展（国立新美術館、豊田市美術館）
２８ ゴッホ展（北海道立近代美術館、東京都美術館、京都国立近代美術館） ２９ 北斎とジャポニスム（国立西洋美術館）

趣 旨

実 績

概 要

美術品補償制度
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○ 美術品補償制度における補償額の範囲

○ 美術品補償制度における関係者の契約関係

1億円

951億円

９５０億円

1,000億円

50億円

通常損害
特定損害

（地震等・テロ）

政府補償

で対応

自己負担分

自己負担分

海外の
美術館等

保険会社事故発生時に

損害額を支払い

政 府

自己負担分については引き続き

民間保険で対応

政府の申請要領に合致し

た優れた内容の展覧会主

催者と契約

一定額（通常損害50億円、特定損害1
億円）を超えた場合に補償上限額
（950億円）の範囲内で補償

【
補
償
契
約
】

展覧会主催者
（美術館・博物館等）

保険料支払

申
請
要
領
を

作
成
・公
表

申
請

作品貸出

借料支払

22



海外の美術品等の貸出しに当たって、強制執行等の禁止措置が担保されていることを条件とされ、日本の美術館が借り受けることが困難
な事例が発生 （諸外国においては強制執行等の禁止の措置が既に整備）

我が国において公開される海外の美術品等について、文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び仮処分を禁止
※美術品のほか、「化石」や「希少な岩石、鉱物、植物及び動物の標本」も対象

指定に当たっては外務大臣への協議が必要

概 要

背 景

・海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置が必要
・同時に、海外の美術品等の公開促進のための施策も策定

海外美術品等公開促進法

具体的な措置等

指定状況

展
覧
会
の
主
催
者
等

外務大臣

海外の美術品等

①申請
②協議

③対象の範囲・措置の期間等を定めて指定

文
部
科
学
大
臣

平成２４年４月以降、これまでに６２件の展覧会で公開するために借り受けた美術品について指定（平成３０年１月現在）

海外の美術品の公開の促進

国際文化交流の振興・文化の発展

国民が世界の多様な文化に接する機会の増大
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登録美術品制度
■ 登録美術品制度とは

重要文化財や国宝、その他、世界的に優れた美術品を国が登録し、登録した美術品を美術館において公開するもの。また、登
録美術品は相続が発生した場合、他の美術品とは異なり国債や不動産などと同じ順位で物納することが可能。 （実績：５件）

■ 登録美術品となる美術品
多くの人がその鑑賞の機会を切望しているような貴重な作品で、以下のいずれかの条件を満たしたもの。
・我が国の国宝や重要文化財に指定されている作品 。
・世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有する作品。
・更に、登録美術品は美術館において公開されることが必須の要件。
・これまでの登録は、７５件８、３８７点。（平成２９年１１月現在）

■ 本制度の対象となる美術館について
本制度において登録美術品を公開することのできる美術館となれるのは、博物館法に規定する「登録博物館」または「博物館相

当施設」のうちの美術品を展示する施設に限られ、美術品の取り扱いや管理について十分な能力のあるところ。
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登録美術品公開までの流れ

①美術品所有者が美術館へ相談
（公開について、あらかじめ美術館の同意が必要）

②美術品所有者から文化庁に申請
（美術館の協力を得て申請書作成）

③文化庁の審査
（美術品に関し広くかつ高い見識を有する者の意見を参考に、登録の可否を決定）

・美術品を「美術品のプロ」である美術館
に任せられ、手元に置いておくより安心
・相続税の物納の特例措置

・安定した公開が可能
・登録美術品が物納された後も
継続して公開が可能

⑤登録美術品の公開
（国民の美術品を鑑賞する機会の充実）

＜契約美術館の利点＞

④登録美術品所有者と美術館で公開契約の締結
（登録通知を受けた日から３か月以内に契約 期間は５年以上）

＜所有者の利点＞



１．美術館・歴史博物館クラスター形成支援事業
地域の文化財の魅力発信、観光振興、多言語化や
開館時間の延長、ユニークベニューの促進など、
美術館・歴史博物館を中核とした文化クラスター
創出に向けた地域文化資源の面的・一体的整備の
支援を行う。

美術館・歴史博物館を中核とした文化クラスター
創出に向けた地域文化資源の面的・一体的整備、
新たな事業創出、地域へのアウトリーチ活動、人
材育成等、美術館・歴史博物館を活用・強化する
取組を支援することによって、文化芸術立国の実
現を目指す。

事
業
目
的

●未来投資戦略（成長戦略）２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）
第２ 具体的施策 Ⅲ 地域経済好循環システムの構築
３．観光・スポーツ・文化芸術 （２）新たに講ずべき具体的施策 ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化
① 文化芸術資源の活用の更なる促進に向けた体制・制度の整備

・文化芸術資源を活用した新たな需要やイノベーションの創出のため、学芸員の質的向上や高度プロデューサー人材等の育成をはじめ、多様な人材の
戦略的な育成・確保を図る。
・文化財の適切な周期での修理・整備・美装化及び防災・防犯に取り組むとともに、ユニークベニューや多言語解説等の優良事例の普及や、VRや「ク
ローン文化財」（高精度な文化財の複製）の技術等を活用した公開を促進するための検討を行う。
② 文化芸術資源を核とした地域活性化・ブランド力向上
・文化クラスター（文化集積地区）創出に向けた地域文化資源の面的・一体的整備を関係省庁が連携して集中的に支援する。

２．地域と共働した創造活動支援事業
美術館・歴史博物館が地域文化の核となって地

域文化の発信、子供・若者・障がい者・高齢者が
参加できるプログラム、学校教育との連携による
アウトリーチ活動等の支援を行う。

事
業
内
容

■補助事業者
美術館・歴史博物館を中心とした実行委員会等

■5年間を予定（３年目に中間評価）

３．美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業
我が国の文化芸術の振興に係る諸課題のうち、緊
急的かつ重点的な分野等の取組を支援
（例)文化財防災に係る事業等

（ 新 規 ）
30年度予算額(案) 1、248百万円

地域の美術館・博物館クラスターの形成

クラスター形成イメージ図

※１．の日本版ＤＭＯ（Destination Management/Marketing Organization）は、多様な関係者と協同しながら、様々な地域資源を
組み合わせた観光地の一体的なブランドづくり、ウェブ・SNS等を活用した情報発信・プロモーション、効果的なマーケティング、
観光地域づくりのための戦略策定等について、地域が主体となって着実に実施するための調整機能を備えた法人（商工業、交
通事業者、宿泊施設、農林漁業、飲食店、地域住民、行政などとの連携。）
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● 独立行政法人が実施する研修

文化財の保存と活用（美術工芸品）及び博物館に関する学芸員等の主な研修体系

中 堅若 手新 人 管理職

博物館学芸員専門講座 （文科省）【50人：３日間】

学芸員等在外派遣研修（文科省）【若干名：３か月または１か月】

● 文部科学省・文化庁が実施する研修

歴史民俗資料館等専門
職員研修会（文化庁）

【50人：５日間】

重要文化財等（美術工芸品）
企画・展示セミナー（文化庁）

【25人：５日間×２会場：2年にわたり参加】

1年目 10年目 20年目 30年目

文化財（美術工芸品）修理技術者講習会（文化庁）
【30名程度：５日間：2年にわたり参加】

[拡充]ミュージアム・エデュケーター研修（文化庁）【50人：５日間】

キュレーター研修（国立美術館）【若干名：受入館が承認した期間】

保存担当学芸員研修（国立文化財機
構東京文化財研究所）【30人：９日間】

防災・防犯研修（文化庁）【教育委員会・博物館等の担当者：１日間】

【参考】その他の機関が実施する研修
・学芸員研修会（全国美術館会議）【会員館の職員、個人会員、賛助会員を対象：１日間】
・学芸員専修コース（関係の大学博物館）【博物館・美術館において学芸員としての業務の直接携わる者を対象：15人：５日間】
・研究協議会（（公財）日本博物館協会）【博物館職員や博物館運営に関わる者を対象：２日間×３会場】

博
物
館

全
般

文
化
財
の
保
存
と
活
用

文化財
行政講座

（文化庁）
【100人：３日間】

博物館長研修
（文科省）

【50人：３日間】

[拡充]ミュージアム・マネジメント
研修

（文化庁）【50人：３日間】

文化財担当者研修（国立文化財機構奈良文化財研究所）【各課程８～１５人：３～9日間×１４課程】

● 学芸員数：約7,821人、博物館数：5,690館（平成27年度）

[新規]重要文化財等（美術工芸品）
の修理及び保存科学に関する研修
（文化庁）【オンライン研修を想定】



これからの博物館

⇒観光・地域振興の拠点等、地域に開かれた役割を果たすことを期待

● 「文化審議会文化政策部会」 『審議経過報告』（平成２２年６月７日）の提言

・「アートマネジメントに関する人材の育成を図るとともに、それらの人材が活躍できる場の増加を図ることが重要である。」

・「学校教育における博物館活用の促進や鑑賞教育の充実を図るため、各博物館において学芸員や教育担当専門職員（エデュケーター）の配置を促進するとともに、

国においては研修制度の充実を図ることが求められる。」

●文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術資源で未来をつくる－（第4次基本方針）（平成27年5月22日閣議決定）

「美術館、博物館等の質の高い活動を支える人材を確保するため、学芸員や教育普及等を担う専門職員の研修の充実を図る。

また、美術館、博物館等の管理・運営や美術作品等の保存・修復、履歴の管理等を担う専門職員を養成するための研修の充実を図る。 」

●経済財政運営と改革の基本方針２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）

文化芸術活動に対する効果的な支援や子供の体験・学習機会の確保、人材の育成、障害者の文化芸術活動の推進、文化プログラムやジャポニスム2018等の

機会を捉えた魅力ある日本文化の発信を進める

●未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）

文化芸術資源を活用した新たな需要やイノベーションの創出のため、学芸員の質的向上や高度プロデューサー人材等の育成をはじめ、多様な人材の戦略的な育成・確
保を図る

目 的：博物館の管理運営において必要な経済性と芸術性

双方の専門的知識を有する人材の育成

内 容：美術館・歴史博物館の企画及び管理運営に必要な

専門的知識及び博物館を取り巻く社会動向について研修

期 間：３日間

ミュージアム・エデュケーター研修 ミュージアム・マネジメント研修

目 的：博物館において教育普及を専門的に担当する

学芸員の育成

内 容：教育普及事業の企画・運営、教育プログラムや

鑑賞教材の開発等に必要な資質・能力を養う研修

期 間：年２回 計５日間

『博物館の望ましい姿』（(財)日本博物館協会、平成１５年３月）

・社会的な使命を明確に示し、人々に開かれた運営を行う（マネジメント）

・社会から託された資料を探求し、次世代に伝える（コレクション）

・知的な刺激や楽しみを人びとと分かちあい、新しい価値を創造する

（コミュニケーション）

博物館 学校

地域社会

国際社会
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○専門的な調査研究の場 ○資料の収集・保管が中心 ○貸し館としての展示会場
※参考：平成27年度社会教育調査（文部科学省）によると博物館・博物館類似施設の学芸員は7、821人。

博物館の管理・運営に関する研修
従来の博物館

平成２８年美術工芸品の公開活用の現状調査事業

《アンケート結果②（抜粋）》

国宝・重要文化財（美術工
芸品）を扱う学芸員の有無

保存環境、保存科学に関す
る専門職員の有無

平成24～27年度の保存科
学に関する研修・講座の受講
状況

十分に公開活用ができていると
感じている

公開活用のための十分な体制
が整っている

国宝・重要文化財（美術工芸
品）の公開ニーズは近年ますます
高まっていると感じている

公開活用を充実させるため
には、様々な課題があると
感じている
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美術工芸品の公開活用の現状を把握するため、国宝・重要文化財（美術工芸品）を保存・公開す
る公開承認施設等の博物館施設に対して、美術工芸品の公開活用に関するアンケート調査を実施。

調査期間 平成28年11月～12月

28



国宝・重要文化財等（美術工芸品）の展示など公開を促進する観点から、学芸員等が①き損・劣化した文化財の修理、②腐食・劣化
の進行を防止、材質の分析、文化財に適した展示・保存環境などに係る保存科学等に関する基礎的・体系的な知識・技能を習得する
ための新たなカリキュラム開発、研修を実施し、地域の文化財等の保存・活用を促進する。

重要文化財等の修理及び保存科学に関する研修

■現状・課題：美術工芸品を専門的に担当する学芸員や修理・保存科学に関する担当者が十分に配置されていない。
（参考）国宝・重要文化財（美術工芸品）を扱う学芸員が配置されていない博物館が2割、保存科学等担当者が配置されていない約７割・研修受講者約4割

「28年度公開承認施設等の博物館に対する実態調査」より

■対象：美術館・歴史博物館の新人・若手学芸員や地方公共団体の文化財担当者等

■実施方法：オンラインにより実施

平成30年度予算額（案） 10,000千円（新規）

●未来投資戦略（成長戦略）２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）（抄）

第２ 具体的施策Ⅲ 地域経済好循環システムの構築 ３．観光・スポーツ・文化芸術 （２）新たに講ずべき具体的施策

ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化

① 文化芸術資源の活用の更なる促進に向けた体制・制度の整備 ・文化芸術資源を活用した新たな需要やイノベーションの創出のため、学芸員の質的
向上や高度プロデューサー人材等の育成をはじめ、多様な人材の戦略的な育成・確保を図る。

カリキュラム・プログラ
ム開発有識者会議

修理現場の
現地調査

地方公共団体、

美術館・歴史博物館へ募集
コンテンツ制作

平成30年度から

オンライン

研修開始

全１３コマ 各コマ６０分

Ⅰ 文化財とは何か
１ さまざまな文化財のすがた

絵画／彫刻／工芸品／書跡・典籍・古文書／考古資料／歴史資料
２ 文化財の損傷のメカニズム

絵画／彫刻／工芸品／書跡・典籍・古文書／考古資料／歴史資料
３ 文化財のカルテづくり（調査と記録）

Ⅱ 文化財修理の基本
４ 文化財修理の考え方
５ 文化財の材質

紙／木／金属／石／漆／彩色材料／その他
６ 文化財修理技術の諸相
７ 文化財修理の歴史

平面（絵画・書跡・典籍・古文書）／立体（彫刻・工芸品）

Ⅲ 文化財修理と保存科学
８ 科学分析の有効性

さまざまな分析によりわかること／分析における注意点
９ 文化財修理に用いる材質

平面（絵画・書跡・典籍・古文書）／
立体（彫刻・工芸品・考古資料）／接着の科学

10 文化財の保存環境
温湿度環境／保存施設／収納形態／日常管理

11 文化財の生物被害とその対処法
さまざまな生物被害／基本的な考え方（文化財IPM）

Ⅳ 文化財修理を支える仕組み
12 文化財保護行政の体系と歴史
13 文化財修理に係る行政手続

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
案
・
イ
メ
ー
ジ
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■事業目的

東日本大震災により被災した美術館・博物

館の再興を図ることにより、東日本大震災か

らの復興に資することを目的とする。

■補助対象事業

被災資料を修理するための事業

■補助事業者

東日本大震災に対処するための特別の財

政援助及び助成に関する法律（平成２３年法

律第４０号）第２条第２項に規定する特定被災

地方公共団体である市町村を管轄する道県。

■補助金額

補助対象経費の５０％

東日本
大震災

■東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年7月29日、東日本大震災復興対策本部）

５ 復興施策＞（２）地域における暮らしの再生＞⑤文化・スポーツの振興

（ⅰ）「地域のたから」である文化財や歴史資料の修理・修復を進めるとともに、伝統行事や方言の再興等を支援する。

また、被災した博物館･美術館･図書館等の再建を支援する。

（29年度予算額 204百万円）
30年度予算額(案) 182百万円

美術館・博物館における機能･役割の回復、再興した美術館・博物館への返却

●燻蒸、真空凍結乾燥●修理（脱塩、汚泥の除去）

1. 事業概要

2. 修理作業の例

― 美術館・博物館の再興を通じた 心の復興 ―

汚泥や塩水等、これまでに

経験のない修理作業に直面

被災ミュージアム再興事業

●汚染物質の計測、分析

東松島市埋蔵文化財収蔵庫
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1  熊本地震における被害状況（国指定等文化財） ※平成２８年８月２３日現在

■全体：１69件

熊本県：１1９件， 大分県： １８件， 福岡県： １６件，佐賀県： ９件，長崎県： ５件，

宮崎県： ３件 ※福岡と佐賀にまたがる文化財１件を両県に計上

■種別

２ 文化財レスキュー事業
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国宝
（建造
物）

重文
（建造
物）

登録有形
（建造物）

国宝
（美工品）

重文
（美工品）

登録有形
（美工品）

特別
史跡

史跡
特別
名勝

名勝
特別

天然記念物
天然記
念物

伝統的
建造物群

重有
民俗
文化
財

登録
有形
民俗
文化
財

その
他

合計

0 39 74 0 4 0 1 30 0 12 0 3 3 0 0 3 169

熊本地震における対応

〇 熊本県内の博物館・大学関係者、九州国立博物館等が中心となり、被災文化財

の調査、応急処置、一時保管等を実施。（平成２９年３月末まで）

平成２８年度実績（熊本県による報告） ※平成２９年３月２４日

１．活動のべ日数 : ９９６日 ※活動実日数１１７日

２．活動参加のべ人数 : ９９６人

３．活動対象箇所数 : ２８箇所 〈資料点数 計約６，２００点〉
【概数】 ・美術工芸： 約８３０点 ・民俗資料： 約３５０点

・古文書等： 約８７０点 ・自然史標本： 約４１５０点

〇 平成２９年４月以降、熊本県が主体となり、熊本県被災文化財支援事業（熊本

県文化財レスキュー事業）を開始。（平成３０年３月末まで）

熊本県被災文化財救援事業（文化財レスキュー事業）

公益財団法人

文化財保護・芸術研究助成財団

熊本県教育委員会

九州救援対策本部
（事務局：九州国立博物館

ネットワーク推進室）

各都道府県教育委員会

博物館施設等

所有者等

熊本県内市町村

寄附金・義援金

文化遺産防災ネットワーク

推進会議参画団体

実 施 主 体

協力要請
文化庁

（文化財等災害
対策委員会）

協力

要請

支援要請

協力依頼

職員派遣等

協力要請

協力

救出

立ち会い

一時保管依頼

助成

人材派遣等

呼びかけ

九州山口ミュージアム連携

「みんまも」事業参加団体

熊本県博物館

ネットワークセンター

熊本県博物館協議会

熊本県被災史料ネットワーク 等

レスキュー活動

被災状況調査

救出（応急処置・一時保管）

各地史料ネット

各分野専門家

国立文化財機構
（文化財防災ネットワーク推進本部）

協力要請

協力

人材派遣等 連携

九州各県知事部局・教育委員会

熊本県

派遣

（災害時

応援協定）
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